
〈書評と応答〉

立教大学法学研究科の政治学総合演習は，2014 年 5 月 6 日に合評会「安藤裕介

著『商業・専制・世論 フランス啓蒙の「政治経済学」と統治原理の転換』創

文社，2014 年」を行った。著者である安藤裕介氏（立教大学法学部兼任講師）を

迎え，乙幡翔太郎氏（立教大学大学院後期博士課程），一ノ瀬佳也氏（立教大学法

学部助教）の 2 人が書評を行った。乙幡氏が論点を絞った上で詳細な内容紹介を

行った後，一ノ瀬氏がアダム・スミス及びスコットランド啓蒙の研究者としての

立場から，先行研究との関係を中心とする論点を提起した。それらを踏まえて安

藤氏から応答があり，さらにフロアーからもコメントや疑問点が提出されて，活

発な議論が行われた。

以下に掲載するのは，当日の議論を基礎とする一ノ瀬氏による書評論文と，そ

れに対する安藤氏の応答を補足した論文である。今回の書評と応答を契機として，

さらに議論が深まることを期待したい。

（2014 年度政治学総合演習幹事 松浦正孝)

〈書 評〉

「市場」の自由化と「世論」の相克

安藤裕介『商業・専制・世論 フランス啓蒙の「政治経済学」

と統治原理の転換』を読んで

一ノ瀬 佳 也

第 1節 「市場」の自由化と「世論」の相克

第 2節 「政治」と「経済」をめぐる理論的な検討

ま と め

本書は，18 世紀フランスの穀物取引論争における諸理論をまとめた稀有な

著作である。その中でも，フランソワ・ケネーはアダム・スミスとは異なりな

がらも，経済学の創設に大きく貢献するものであった。まさに，ケネーの『経

済表』は，市場における価値移転の循環構造を見出したものとして高く評価さ
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れている。ケネーの理論は，これまで「経済学史」や「社会思想史」の分野に

おいて主に議論されてきたのであり，「政治学」の分野においてはあまり取り

上げられてこなかった。確かに，ケネーは市場における客観的法則を打ち立て

ようとした点において，初期の経済学者の一人に列せられている。しかし，18

世紀当時においては，現代のように「経済学」と「政治学」という区分が明確

に分けられていた訳ではない。実際，ケネーの著作の中には，政治的な構想も

多分に含まれている。そのため，ケネーの理論を十全に理解するためにもこれ

までの「経済学」だけでなく，「政治学」の観点からもアプローチすることも

必要となるだろう。この大きな課題に取り組む点において，本書は画期的な著

作であると言える。

ケネーの理論は，これまでの国家主導による商工業の育成と貿易振興を行う

フランス型重商主義（「コルベールティズム」）を批判し，それに代わる新たな

経済理論を打ちたてるものであった。それも，単に国民を豊かにすることだけ

を目的としていたわけではない。革命前の危機的な状態に陥っていたフランス

の体制を再建すべく，その統治体制を合理化する役割を担うものでもあった。

安藤はここに着目することによって，「政治的なもの」と「経済的なもの」の

両者を捉える新たな視角を提起することを試みていく。安藤が言うところ，

「本書では，重商主義か重農主義か，あるいは流通過程か生産過程かといった

対立軸で示されるような価値・交換・蓄積の理論とは異なった観点から，十八

世紀フランスの『政治経済学』を論及していく」（安藤，2014，6）ことになる。

これは，既存の学問上の枠組みを乗り越える野心的な試みと言えるだろう。

本書においては，フランスの穀物取引の自由化をめぐる理論としてフィジオ

クラットのケネーとラ・リヴィエールをはじめ，その自由化を実現したチュル

ゴーとコンドルセ，さらに彼らを批判したネッケルまでが取り上げられてい

る。これまでの穀物法をめぐる研究では，イギリスにおけるマルサスとリカー

ドウによる論争が多く取り上げられる反面，フランスでの議論にはなかなか注

目が集まらなかった。そのため，本書が出版された意義は大きいと言える。以

下においては，第 1節において本書を要約し，第 2節においてその内容を検討

していく。
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第 1節 「市場」の自由化と「世論」の相克

18 世紀フランスの「穀物取引」における課題

安藤は，まずフランスの穀物取引をめぐる議論に注目することによって，市

場の「自由」か「規制」をめぐる二つの立場の存在を指摘する。一方は，市場

の自由化によって生産を増すことができるというものである。他方は，その自

由化の結果として穀物価格の高騰がもたらされ，民衆がそれに反発するという

ものである。安藤が指摘するには，これらの二つの立場の争いは単に経済のみ

ならず，国家の統治の仕組みにも関わってくることになる。

まず，後者の立場の方から論じていく。安藤が言うところ，「穀物取引への

規制措置は，統治者と被治者の間で打ち立てられた一つの伝統的合意から正当

化されていた」のであり，「君主は民衆の父として，子である臣民の生活の必

要を満たす重要な責務を負っていた」（安藤，2014，17）。その実際の役割を担

ったのが，「穀物ポリス」である。この「穀物ポリス」のおいては，「可能な限

り低い価格によって可能な限り最大量の食糧が民衆の間に行き渡るように，取

引がおこなわれる空間を管理し監視する」（安藤，2014，19）ことが実施され

た。このようにして，国の行政が介入することによって生活に必要な穀物の安

価が維持される，と考えられていたのである。

これに対して，前者の立場においては，穀物の輸出入の自由こそが「土地の

耕作を活性化させ拡大」させることになると同時に，「独占業者を追い出す」

ことによって消費者にとっても有効な政策となることが主張された（安藤，

2014，27）。彼らにとっては，「かつて臣民の生活を保障し，穀物価格の高騰を

防ぐために設けられた規制措置」も「今やむしろ神聖な諸権利への侵害行為」

でしかない（安藤，2014，27-28）。それに応じて，国王の役割も，かつての

「臣民の父」から「自由の擁護者」へと転換されることになった。

市場の自由化の論理

この自由化の論理に先鞭をつけたのが，ケネーである。ケネーの理論におい

て，個々人は利己心をもった存在として認められるようになり，自らの利益を

合理的に追求していくようになる。個々人には自然権が保障され，自らの労働

によって得た財を交換することができるようなったのである。しかし，ここに
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は注意しなければならないことがある。このケネーの所有権の理解はロックと

異なっており，個々人の人格としてのプロパティを保障することを目的として

いない。それは，社会全体の効用を押し上げるための「手段」として規定され

ただけであった（安藤，2014，51）。このようにして，ケネーは自然権をすべて

物質的な価値に還元し，巧妙に「政治空間から人々を締め出す」ことに成功し

たと論じている。

ケネーにおいては，主権者が自然法を徹底化させるためには，専制的な権力

を持つことが認められている。これが，いわゆる「合法的専制」と言われるも

のである。これは，当時のアンシャン・レジームを打ち崩して新しい自由市場

を形成するために必要とされたものである。実際，市場の自由化を行う際には

既存の「特権階級や中間集団」からの強い抵抗がみこまれた。そのため，それ

らを退けることができるだけの強い力を持つことが国家に求められたのであ

る。安藤によれば，「完全な競争秩序とは決して自主的に形成されるものでは

なく，専制の形態をとった強力な政治権力の後ろ盾と梃入れによって初めて成

立しうるもの」（安藤，2014，57）である
1)
。ここにおいては，世論や民衆が介

在する余地がほとんどなかったことが強調されている。

次いで，安藤はラ・リヴィエールの理論を取り上げた。安藤によれば，ラ・

リヴィエールも，ケネーと同じく「合法的専制」を主張していた。彼は「貴族

のような『複数の有力者（des grands）』に統治権力の一部が委ねられると，そ

れぞれの勢力が対立や抗争を起こし，『やがてこの敵対関係が諸々の結社

（associations）へ変わり，この諸々の結社は無政府状態へと進む』」（安藤，

2014，68）ことになってしまうと危惧していた。これに陥らないためにも，

「『自然的秩序』を理解した一人の指導者」が必要となると論じたのである。但

し，この指導者も「自然的秩序」の知識に基づく「明証性」を代弁するに過ぎ

ず，安易に物理的な力を行使するものではない。この点において，「合法的専

制」とは「恣意的専制」と区別されることになる。安藤はこの「明証性」を獲

得する作業において，人々の「意見」（opinion）や「世論」（opinion publique）

が政治指導者たちに影響を与えることになったと指摘している。
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�） この点は，後のスミスとは大きく異なっている。スミスは「体系の人」（the man of system）

の批判を行い，たとえ法に適うとしてもそうした権力の行使は個人にとって抑圧的となると主張

している。〔Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, D.D. Raphael, A.L. Macfie（ed.）,

Liberty Fund, 1984, pp. 233-234.〕



ラ・リヴィエールは，この「明証性」というものが不確実な「意見」に過ぎ

ないというマブリの批判を受けながらも，さらにその議論を展開していく。確

かに，時に「意見」は不確実なものであるにしても，「必ず最終的にその真偽

が決定されるのであって，曖昧なまま中間領域に留まり続けるものは存在しえ

ない」（安藤，2014，80）。そのような「明証性」を獲得するためにも，「人々の

間の自由な討論」が求められることになったのである。しかし，その場合も，

一度この「明証性」が達成されてしまうと，今度は一切の自由討論を認めなく

なってしまうことになる。ラ・リヴィエールにとって，「自由な討論」をいつ

までも認めることは「意見が収束しない状態を放任する」（安藤，2014，83）こ

とになるからである。安藤によると，「言論の自由や出版の自由」にしても，

「あくまで『明証性』に到達するための手段としてのみ，あるいは単一の『明

証性』を共有するための手段」として提起されたに過ぎなかった（安藤，2014，

83）。この「明証性」や「自然的秩序」の知識は，そもそも「統治者も被治者

もシステムに完全に同一化するため」のものでしかなく，「統治者と被治者が

ともに埋め込まれたシステムそれ自体を見直すことができない」という限界を

抱えていた（安藤，2014，83）。安藤によれば，ラ・リヴィエールの理論にして

も，フィジオクラットにおける客観的な自然の法則による体系に依拠するもの

であり，個々人の意志や活動を重視したものにはならなかったのである。

さらに，安藤はチュルゴーとコンドルセの理論を取り上げる。彼らによって

こそ，穀物取引の自由化が実現されたのである。彼らは，個々人の自由に委ね

ることによってこそ競争による価格の「均衡」が達成されることを見出し

た
2)
。この穀物取引の自由化に対しては，当然食料の高騰

3)
への不安に駆り立

てられた民衆からの反抗が想定される。チュルゴーは，こうした民衆たちの主
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�） 安藤が指摘するには，この自由市場は普遍的に適用されるわけではない。チュルゴーが地方長

官を勤めていたリモージュ地方を食料飢饉が襲った時，自由化とは違う手段が用いられていた。

安藤が論じるところ，「政府が各商人に『特別手当（gratifications）』を支給することによってリ

モージュ地域圏内への穀物輸送を奨励する」政策が取られたのである。それによって，一般の

人々でも買うことができるように，穀物価格の高騰を抑えることが企てられた。しかし，これは

あくまで「例外」の措置にすぎず，基本的には自由化論を推し進めていくことになる（安藤，

2014，101-102）。

�） 当時において，穀物の自由化は，海外からの安価な商品の輸入によって価格を引き下げるとい

うよりも，国内の食料が海外へと輸出するために買い占められて国内価格が必要以上に高騰する

ことが問題視されていた。



張を単なる「偏見」に基づくものとして厳しく取り締まることを行った。しか

し，それは必ずしも上手くいったわけではない。本来では取り締まる側である

現場の「穀物ポリス」の行政官が，動揺する民衆たちに同調することが起こり

得たからである。安藤によれば，「もし民衆が現場の役人との間に少しでも古

い慣習の名残が共有されてしまうと，市場が『均衡』に至るための歯車が狂っ

てしまう」（安藤，2014，112）ことになる。チュルゴーは「長期的に考えれば，

自由化された市場の均衡は民衆全体に恩恵をもたらすはずなのに……当の民衆

自身が自由化の意義をなかなか理解してくれない」（安藤，2014，112）と嘆く

ことになったのである。次いで，このチュルゴーの盟友であったコンドルセに

おいては，この民衆の「『世論』（lʼopinion publique）」こそを変えていかなけれ

ばならないことが自覚されるようになり，まさに「世論」が政治の課題として

浮かびあがるようになっていった。ところが，安藤が指摘するところ，それも

限定的なものに過ぎず，およそ啓蒙的な知識人たちの一部の層の意見に限られ

るものでしかなかったのである。

「市場」と「世論」の相克

この「世論」を積極的に取り上げたのが，チュルゴーの批判者であったネッ

ケルである。ネッケルにおいては，「世論」というのも単に「民衆の偏見」を

意味するのではなく，「自分たちの日常生活を防衛しようとする民衆の『本能

的反応』」（安藤，2014，127）として尊重されることになった。ネッケルは，そ

れが「たとえ理性的な討論を経て形成されたのではないとしても，機能的・実

践的な側面から存在根拠を有するもの」（安藤，2014，128）とみなしたのであ

る。その背景には，チュルゴーによって提起された市場における「均衡」への

不信がある。ネッケルにおいては，「政府であれ，個人であれ，そもそも市場

に関する完全な情報を入手することは不可能である」ことから，容易に「均

衡」し得ない現実こそがみてとられていた（安藤，2014，130）。仮にある商人

が買い占めを行うのなら，実際の供給量が減少していなくても「人々は次々と

慌てて同じ行動へと駆り立てられる」ことになる。特に，生活の必需品である

穀物においては，その価格を決定する力において「売り手である地主と商人」

たちと買い手である労働者たちとの間に大きな格差があった。それは一般に後

者に不利であり，商人たちの投機的な買い占めによって度々価格が人為的に釣

り上げられてきたのである。その都度，労働者たちは，自らの「生きる権利」
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が脅かされてきた。そのため，ネッケルにおいては「穀物取引に対する伝統的

ポリスの規制と介入を存続させるべきだ」（安藤，2014，133）と主張されたの

である。

安藤によると，このように為政者が積極的に市場へと介入するようになる

と，その権力の恣意的な行使を招くリスクも一緒に高まっていくことになる。

その場合も，「世論」こそが「為政者の恣意的判断へのブレーキ」となること

が指摘された。「『世論』は個々の政策決定に妥当性を与える根拠として重要な

位置を占めており，どのような為政者であれ，この新たな力の存在を軽視する

ことはできない」（安藤，2014，143）。また，自由な制度にしても，「世論に受

け入れられることなし」には存続することもできないのである。もしそれを損

なうのなら，不満をもった民衆が蜂起するというリスクを招くことになってし

まう。そのため，為政者は「非人格的な調整機構としての市場原理」に頼るこ

となく，「世論」と「巧みに渡り合う技法」をもたなければならないと主張さ

れた（安藤，2014，146）。

このようにして，安藤は，穀物の自由化政策を検討することによって，18

世紀における「市場」の自由化と「世論」の相克を描き出した。それによっ

て，「市場」の自由化が容易に予定調和を達成したわけではなく，依然として

「政治」としてのテーマが問われ続けていたことが示されることになったので

ある。安藤によれば，「一八世紀フランスにおける『政治的なもの』と『経済

的なもの』はその境界線を画しがたいまま，曖昧で連続的な領域として存在し

ていたのであり，統治の原理をめぐる不確定な線引きの応酬として『政治経済

学』なるものがその言説空間を形成していたのである」（安藤，2014，151）。ま

た，啓蒙思想の中において「世論」がどのように理論的に受け取られていった

のかを描き出す点は，本書における興味深い点でもある。安藤が指摘するよう

に，ケネーやチュルゴーなどの啓蒙思想家たちは，民衆の「世論」を偏見や臆

見に結びつけ，自分たちの理性的な理論と区別する傾向をもっていた。しか

し，彼らがその理性的な理論を突き詰めれば突き詰めるほどに，「世論」とい

う課題が浮かび上がってきたのである。これは，ルソーとは異なる民主的な政

治の理解を提起するものとして大変興味深いものと言える
4)
。
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第 2節 「政治」と「経済」をめぐる理論的な検討

上記の安藤の理論は，これまでのフランスの啓蒙思想に新しい視角を提起す

る大変野心的な試みであると言えよう。特に，安藤は「政治経済学」という独

自の視角を提起しており，これまで別々に論じられてきた「政治的なもの」と

「経済的なもの」の両者にまたがる論理を組み上げることを試みている。しか

し，この安藤の企図は果たして十分に成功しているのだろうか。本書の内容を

みると，そのほとんどが「政治」についての議論に集中しており，「社会」や

「経済」についてはあまり触れられていない。確かに，安藤が自らの「政治」

としてのアプローチを際立たせるために，それらの議論を意図的に省くことも

十分に考えられる。しかしながら，これまでの研究おいても「政治」について

全く論じられていなかったわけではない。当時のマルクス主義の枠組みにおい

てであるが，「国家」や「統治」についての理解が示されていた。それらは，

安藤の掲げるテーマを論じるために全く無視しえるものなのだろうか。特に，

本書における安藤のケネー解釈は，その先行研究である平田清明の理論と大き

く異なっている。以下においては，その違いを明らかにすることによって，

「政治」と「経済」をめぐる理論的な視角について検討していく。
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�） 次節で取り上げることになる平田清明のケネー解釈においては，ケネーとルソーの関係が検討

されている。平田によると「階層的権力分立論が，部分諸社会の並存とその相互的対立を否定す

る点で，ケネーはルソーと一致している。彼らはともに，分権間の相互制肘 Contre force が階

級間・または階層間の相互制肘であることを，承認しない。したがって，この両者は 主権の

所在に関しては 混合政体を否定する。これに反して，併存的権力分立論者（その代表モンテ

スキュウ→ドルバック）は，分割された主権の諸権限の分担機関を諸階級・諸階層の利益＝勢力

と混淆し，分権間の相互制肘を階級間の相互制肘と合体させる。したがって，この論者は混合政

体の主張によって特色づけられる。では，階層的分権論者としての，ケネーとルソーは，どこで

異るのか。ルソーが，立法を人民の『一般意思』volonté général に委ね，この『一般意思』に

よる政治的国家の人為的作為に関する虚構の論理を構成することに，力点をおいたのに反して，

ケネーは，この政治学的虚構の論理を事実上，承認しながら，それを積極的に叙述することより

か，新しい経済社会の理論的虚構を構成することに，研究と叙述の力点をおいたことである。彼

ケネーの立法論が，それ自体として体
・

系
・

的
・

に
・

は
・

展開されることなく，経済理論のなかに埋没して

いるかに見え，それが顕現したかぎりにおいては，客観的『明証』と主観的『理性』をめぐる認

識論に終始しているのは，このために他ならない。」（平田，1965，230）。このように，平田にお

いては一見すると異なる思想家の間にも，「連続性」や「共通性」が見出された。



「市場」の自由化についての検討

安藤はケネーにおける富裕の発展を，利己心と競争による市場の自由化の成

果として論じている。「各人の自己利益こそが各人をして積極的に生産活動へ

と従事させ，能率的に資源を配分させることのできる」（安藤，2014，38）ので

ある。しかし，平田のケネー論においては，農業の生産力を上げるためには

「市場」の自由化だけでなく，「土地制度」と「農業経営」の近代化こそが必要

とされていた。当時のフランスは「商品・資本制的生産関係が展開すべきとき

にありながら，これに逆行して，零細分益小作農経営の蔓延という形式を通じ

て，再編された封建的生産関係が社会的規制力を拡延し，社会の生産的基礎を

崩壊させている」（平田，1965，81）という難問に直面していた。彼らは小規模

な土地を「腕だけの労働」で耕作せざるをえず，「販売可能な社会的剰余」を

生み出すことはできなかったのである。さらに，彼らは「牛や種子」などを前

貸しする地主が加える「一種の高利貸支配」に苦しめられ，「耕作放棄＝『荒

蕪地』の増大」をもたらすようになっていた。平田によると，ケネーはこの点

にこそ，「アンシャン・レジームの全般的な危機」を見出していたのである。

こうした当時のフランスにおける課題を克服すべく，ケネーにおいては「大農

経営の全般的確立」によって農業経営の合理化を果たすとともに，地主と農業

労働者との資本・賃労働関係の展開によって従来の「半封建的な隷属関係」を

取り除くことが企てられたのである。平田においては，こうした土地制度と農

村経営の近代化によってこそ，市場の自由化が図られることになったと論じら

れている。平田にとって，ケネーは市場の自由化によって生産力が上がると楽

観視していたわけではなかった。この点の違いは単に経済的な把握に留まるも

のではなく，「国家」の統治のあり方に関わることになる
5)
。

また，安藤のケネー解釈においては，「穀物ポリス」による市場の統制が批

判され，「完全な自由競争」の確立が強調されている。確かに，ケネーは，「レ

ッセ・フェール」として穀物取引の自由を主張している。しかし，上記の点を
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�） 平田によると，「ケネーは，十八世紀後半におけるアンシャン・レジームの危機のなかで，前期

的商業資本家諸層（すなわち，ネゴシアン，フィナンシエ，フェルミエ・ジェネロー）が，社会

的に 1ブロックをなして，土地支配体制を強化していく事態」を批判し，「土地所有者＝特権商

人と農民＝債務農奴との，半封建的な支配・服従関係」を指摘していた（平田，1965，

120-121）。これを乗り越えることによって，お互いに法的に対等な近代的な市民的関係を築いて

いくことが見込まれたのである。



踏まえるのなら，これも字義通りに理解してよいのだろうか。平田によると，

「レッセ・フェールとは，貿易自由化の一般的テーゼでもなければ，また，穀

物貿易の個別自由化政策それ自体でもない。それは，一国再生産構造の正常的

＝自生的発展の道を，すなわち歴史法則を，開発させるヴィジョンである」

（平田，1965，128）。ケネーの理論においては，単なる需要と供給の均衡とは異

なる，「良価」という概念が設定されていた。具体的には，「1セチエの小麦価

格が 18リーヴル」となっている。ここには「『基礎価格』（「経費」＋「借地料」

＋「タイユ」）以外に『適度の利潤』を含むフェルミエの取得分」（平田，1965，

156）が含まれる。この「良価」という観念が設定されたのは，その年の豊凶

によって変動する実際の価格が度々「特権貿易商人の投機的操作」によって歪

められていたからである。こうした特権商人が海外で競争するためには「低い

仕入れ価格」が絶対に必要となる。また，「運送費等の流通費（このなかには，

商業利潤ばかりでなくて軍事費も含まれる）の増大」（平田，1965，157）も避けが

たい。そこで，まず「『売り手の平均価格』をできるだけ引き下げる」（平田，

1965，157）ことが図られることになった。それが「基礎的平均価格」を下回

るようになると，フェルミエに損失がもたらされることになる。確かに，この

流通費の増大が「買い手の平均価格」を釣り上げることにはなるが，苛烈な国

際競争の下において「販売価格は一定限度に抑えられる」ことになってしま

う。その結果，「流通費が増加するだけ，『売手〔＝フェルミエ〕の平均価格』

は買いたたかれ」ることになったのである（平田，1965，157）。このような条

件の下では，農業生産が向上することはない。ケネーにおいては，こうした海

外との取引に依存する重商主義的な経済が批判され，国内における農 工間の

交換を基軸とした内発的な発展の道が示された。そのため，ケネーの言う穀物

取引の自由には注意が必要だと述べられている。一見すると，貿易の自由化を

述べているように見えながらも，その内容は必ずしも同義ではない。ケネーの

理論においては，あくまで穀物の「良価」を保証するものとしての対外貿易が

認められていたのであり，それを普遍的に肯定したわけではないのである。平

田によると，その国の国内商業が十分に展開していない場合にあっては，それ

は「仕方のないもの」あるいは「必要悪」として捉えられていた（平田，1965，

164）。平田は，ケネーが外国貿易の自由化よりも，国内における農工分離の展

開による内発的な発展こそを重視していたと指摘したのである。
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財政論の重要性

次に，安藤の著作においてはケネーの「財政論」が意図的に省かれているが

（安藤，2014，7），その理由は十分に説明されていない。平田が指摘するには，

ケネーの著作においては「農業における技術革新の促進（寄生地主制の批判と

農民層近代的分解の促進とを前提する），自由化（国内的および国際的交易の自由化

による資本主義的再生産軌道創出への迫進），財政改革の徹底的促進（直接的単一

地租制の断行），絶対主義国家権力の空洞化（デスポティスム・レガルの実現）」

（平田，1965，39）という四大テーマが流れている。その中でも，財政論は市場

と国家の間をつなぐ大事なものとみなされている。それは国家を支える財政的

な基盤をもたらし，統治構造のあり方に影響を与えるからである。平田による

と，ケネーにおいては，間接税を全廃して「直接的単一地租制」がとられるこ

とになる。なぜなら，こうした地主たちの「収入」こそが「社会の最大の剰余

であり，処分可能な富」（平田，1965，189）として見出されたからである。こ

れに対して，農業者の生産資本に租税が課せられることになるのなら，むしろ

それは国の「富裕」を損なう結果となってしまう。そのため，租税が「『生産

的富』および『商品』のうえに『降りかから』ないよう配慮することが，『経

済統治の最も重要で，しかも最も侵すべからざる規則』」（平田，1965，185）と

みなされたのである。まさに，「『タイユ・ペルソネル，人頭税
カピタシオン

，賦役
コルヴエ

』のよう

な，勤労人民に対する直
・

接
・

的
・

な
・

課
・

税
・

が，ケネーにあっては，結局は真の課税対

象に転嫁されていく一種の『間接税』であり，『その徴収にはあまり経費のか

からない』ものであるにしても，勤労者の『人間』としての存在そのもの・そ

の『労働』に対して加えられる『著しく大きな拘束』として，把握されてい

た」（平田，1965，198）。しかも，そうした課税は，ケネーの『経済表』に著さ

れた「正常な価値関係・再生産構造を破壊する『収奪』そのものにほかならな

い」ばかりか，アンシャン・レジームにおける「独占的商業の特権」を支える

ものであったのである。これこそが，「金融
フィナン

業者
シ エ

＝徴税
フェルミエ

請負人
・ジェネロー

の支配下にある

零細な分益小作制度を蔓延」（平田，1965，199）させる元凶であった。ケネー

はこれを否定することによって，「絶対王政の空洞化と，アンシャン・レジー

ムの社会的基礎の超克」（平田，1965，199）をもたらすことを求めたのである。

このように，財政論はケネーの「国家」の体制を理解するために大変重要なも

のと言える。そのため，安藤はこの財政論を省いた意図をしっかりと説明すべ

きであろう。
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「ディスポティスム・レガル｣
6)
の虚構

最後に，上記を踏まえながら，安藤が主張する「合法的専制」の概念につい

て検討していく。安藤の議論においては，ケネーの「専制」の理解によって市

民に対する権力の絶対性が強調されることになる。まさに，ケネーはモンテス

キューが提起した「権力分立」の発想に異議を唱え，主権の絶対性を強調した

のである。この安藤の解釈に問題があるわけではない。確かに，ケネーは「専

制」という体制を肯定的に論じているところがある。しかし，平田の解釈にお

いては，さらにその先へと議論が展開されている。それが，「ディスポティス

ム・レガルの虚構」（平田，1965，202-242）と呼ばれるものである。平田はそ

れによって，「絶対主義権力を，見かけのうえでは風船玉のように膨らませき

ったその絶頂において，その権力の内実を完全に空洞化する」（平田，1965，

241）という反転の論理を示したのである。

平田においては，ケネーの「自然法」の構想が強調され，「国家」の統治を

社会契約論の枠組みに組み込んでいくことになる。ケネーにおいては，「『自然

法』が一切の『実定法』関係を生み出すのであり，一切の『実定法』はこの

『自然法』の人為的な『 発 現
マニフエスタシオン

』にほかならない」（平田，1965，235）。この

ような「自然法」の発想から，「実定法によって規定された法機関としての国

家と，この実定法の前提条件である統治機構としての国家」（平田，1965，236）
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�） 安藤は，ケネーが「ディスポティカル・レガル」という用語を使っていないと指摘している。

しかし，この用語をケネーが実際に使っているかというのが問題の要点ではない。ケネーが主張

する「専制」の概念とこれが一致するか，しないのかが問われるところになる。一方の安藤にお

いては，モンテスキューの用語との比較を通じてオリエント的な権力性をもった「専制」のイメ

ージを読み込んでいる。他方の平田においては，このモンテスキューの発想を乗り越えた新たな

概念として提起されている。平田にとって，それは「法の支配」の徹底化を意味するに過ぎない

ものであった。平田は，以下のようにこの用語を説明している。「despote とは despositaire（受

託者）と同一語源から発生したものである。十八世紀においては，この despote はすでに，専制

君主・専主という否定的な意味を含む言葉として用いられていたが，しかもなお，それが『受託

者』と同一語源に属するものであることは，忘れられていなかった。ケネーはこの語源を生かし

て，despotisme légal という新語を造ったのであり，この用語に，lex（法）を受託されたものの

支配，という意味をもりこんでいた。この場合の法とは『自然法』であること，言うまでもな

い。『デスポティスム・レガル』＝法受託者支配は，『フィジオクラシイ』＝『自然の支配』に，

直接に連繋しているのである。それゆえケネーは，彼自身の中国ユートピア物語において，『デ

スポティスムという言葉が法と統治の基礎箴言を正確に遵守させる絶対権力という意味である限

り，事実，シナには皇帝の権力を弱めるような，他のいかなる人定法も，存在しない』（Despo-

tisme, Oeuvre, s, p. 613），と述べたのである。絶対王権の無際限の拡大強化が完成するとみえた

とき，権力そのものの空洞化が完成させられていたのである。」（平田，1965，241）。



とが，理論的に区分されることになる。この後者の「統治機構としての国家を

成立させる要件が国民の『意思の一致』（concours des volontés）」であり，それ

こそが「国民の首長に帰属する全権力の基礎」となると述べられている（平

田，1965，236）。このようにして，「国家は，（一定の物質的条件によって客観的

にその成立を用意されるものであるとはいえ），それ自体としては，理性による観

念的所産」（平田，1965，237）として成り立っているのである。まさに，平田

は「国家」それ自体を自然法の論理の中に組み込むことによって，権力の絶対

性から切り離すことを試みている。以下には少し長いが，平田の「デスポティ

スム・レガル」の説明を引用する。

「デスポティスム・レガル。それは，直接には，法の絶対支配を意味し，

内容としては，革新的知識官僚支配である。とはいえ，それは，たんなる官

僚支
・

配
・

とはおよそ趣を異にする。官僚は，それ自体としては，形式上，何ら

の権力をも有しない。権力 lʼautoritéは，ひとり『主権者』のうちにのみ存

在する。しかし，ケネーにあっては，この『主権者』の権力の源泉は，『主

権者』それ自体のなかに存在するのではない。権力の源泉は，一般市民の理

性のなかに根源的に存在するのである。知的官僚の理性が，この一般市民の

理性に受容されるような『実定法』を起草し，『主権者』がそれを制定・公

付するから，一般市民がこれに服従するのである。裏がえして言えば，市民

の内発的な服従の可能性と現実性が権力をして権力たらしめるのである」

（平田，1965，240）。

また，平田は，権力分立の否定についても異論を述べている。平田は，「ケ

ネーは三権分離の否定＝絶対主義の擁護にのりだしている，と思う人もいるか

もしれない。だが注意されたい」（平田，1965，227）と主張している。確かに，

ケネーは「並存的権力分立思想を否定している」のであるが，「階層的権力分

立機構の構想を許容しうるものである」からである（平田，1965，227）。前者

は「分割された権限を，同一平面の地平で，それぞれ異る法機関に分担させ，

相互に制肘させ，過大な権力の発生を阻止しようとする」ものであるのに対し

て，後者は「分割された権限を横にならべて等価値のものと看なすようなこと

をしないで，そのうちのひとつ（立法権）を他のもの（執行・司法権）から峻別

し，この明確に区分された二群の権限を上下の階層に分置するもの」（平田，

1965，228）を指す。このようにして，平田においては「並
・

存
・

的
・

権力分立機構

の否定が，そのまま絶対主義の擁護になるわけではない」（平田，1965，238）
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と論じられた。

さらに，安藤は>lʼautorité tutélaire?を「後見的権威」と訳しているが（安

藤，2014，50），これも異なっている。平田はこれに，「保安行政権」という訳

語を当てた。平田によると，「lʼautorité tutélaire とは，ケネーの造語であっ

て，現代日本語にうつしにくい。その内容は，ケネーの論述全体のなかから推

定するほかない。従来，後見権力と邦訳される場合が多かったが，内容にそぐ

わないので，本書では保安行政権という訳語をあてる」（平田，1965，222）。平

田は，この概念が法的な形式を意味するだけで，パターナリスティックな権力

構造を示すものではないと論じている。ここに，「デスポティスム・レガルの

虚構」が見出された。そこには，「絶対王制の腐朽性を深めるばかりであるこ

れらの無価値な特権的指導層の政治的打倒」（平田，1965，242）が含まれてい

たのである。そのため，ケネーの理論の中においても「絶対君主が，これらの

特権者層とともに，いや，これらの部分利益の代表として，その腐朽性深化の

槓杆であるかぎりでは，despotes arbitraires et illégitimesの一つとして弾劾さ

れていた」（平田，1965，242）。このようにして，平田は社会・経済における近

代的な市民的関係の発展を捉えることによって，ケネーにおける「専制」の意

味を組み替えることを試みていた。

「政治」と「経済」の関わり

上記でみてきたように，安藤の著作においては，これまでの平田の解釈とは

全く異なる政治の理解が提起されている。この安藤の立場からすると，平田の

解釈はマルクス主義の枠組みにおいて展開された古い議論と見えるかもしれな

い。しかし，その平田の理論においても，「国家」や「統治」についても相当

の議論がなされていた。これは，安藤の提起する「政治経済学」の枠組みに当

てはまらないのであろうか。この点においては，たとえ両者の主張が異なって

いても，お互いに批判可能な論点を見出すことができるであろう。以下におい

ては，両者の「政治」と「経済」の関わりの違いに着目し，そこにおける三つ

の論点を指摘する。

まず，平田の解釈の特徴は，安藤のように「市場」の自由化を主張する前

に，法的に対等な「市民的な関係」の構築を見出していくところにある。それ

によって，寄生地主制などの封建的な遺産を払拭すると共に，その上に築かれ

た政治権力の支配構造をも転換していくことが試みられていた。そのため，ケ
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ネーの「国家」や「統治」というものも，経済社会の分析の果てに現れること

になると論じられている。そこで，まさにケネーの『経済表』の解釈に重点が

置かれることになったのである。平田によると，ケネーの経済学の特徴は，ア

ダム・スミスのような市場の自由化というより，むしろ市場の内発的な発展を

示したところにある
7)
。『経済表』に著されているように，一方の純生産を生

み出す生産階級である農業と他方の不生産階級である工業との交換を通じた

「再生産論」が示された。まさに食糧を増産するためには，こうした経済的な

法則を踏まえなければならなくなったのである。それは，「国家」の財政とい

えども同様である。政治家が恣意的に課税することは，むしろその経済基盤を

土台から掘り崩してしまうことになりかねない。こうした客観的な経済的法則

によってこそ，「国家」の統治の合理化が図られていくことになる。ところが，

平田によれば，ケネーの意図はそれにとどまらない。それを実現していくため

には，新たな支配体制が必要であると論じられるようになったのである。勿

論，これは後の革命に至るものとは異なるが，国家権力を自然法としての体系

化の中に組み込んでいくことが行われた。平田は，この点を強調することによ

って「ディスポティム・レガルの虚構」を見出したのである。このようにし

て，平田の解釈は当時のマルクス主義の枠組みであるものの，「経済」と「政

治」を一貫した論理を組み上げている。これに対して，安藤の解釈において

は，「経済」と「政治」のそれぞれの課題が相克していくことになる。一方の

経済における「市場」の自由化が進展するとともに，他方の「世論」という政

治課題が浮かび上がってくる。双方が理論的に体系づけられてはいない。しか

し，ここが安藤の解釈の要点とも言えるところである。こうしたズレを見出す

ことによって，安藤は平田によって述べられた自然法の体系からこぼれ落ちる

人々の存在を指摘したのである。平田自身も「ケネーが『人民
プープル

』一般または

『国民
ナシオン

』と区別して，『下層民
バ・プープル

』の『無知と偏見』に対して不信の意を表明して

いる点，細心の注意を要する。」（平田，1965，226）と述べている。そのため，

この安藤の指摘は大変興味深いものであり，決して見過ごしてはならないもの

と言える。

次に，安藤の提起する政治の「世論」が，「必要の経済」と「富裕の経済」
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な発展というテーマを見出すことになる。



のどちらに関わるのか明らかではないという点が挙げられる。一見すると，食

糧の払底を不安視する「世論」というのは，前者のようにも見える。しかし，

ケネー以降の自由市場においては，明らかに「富裕の経済」が想定されてい

る。本書においては，この両者の区別が明確になされていない。しかし，それ

ぞれの立場によって経済的な論理が大きく異なることにもなる。そのため，こ

れをしっかりと区別して論じることが必要となるだろう。

最後に，ネッケルにおいては，「世論」が穀物価格に影響を及ぼすことが述

べられることになるが，それはどのように具体化されることになるのかが明ら

かにされていない。穀物価格というものは，政治というより，経済的な論理を

もって解決しなければならない課題である。政治における「世論」が，どのよ

うな価格についての経済的な論理と結びつくことになるのかを明らかにする必

要があるだろう。そのためには，政治の「世論」が「市場」の論理と相克する

だけでなく，その結びつきをも問うていくことが求められる。

上記のように，安藤と平田の解釈は，一見すると大きく異なるように見えな

がらも，全く議論の噛み合わないものではない。平田の解釈を踏まえるのな

ら，安藤の著作は，政治における「世論」を社会・経済についての議論とどの

ように結びつけるのかという課題が浮かび上がってくることになる。この意味

で，平田のケネー解釈は安藤の主張にとっての大きな試金石となるものではな

いだろうか。まさに，平田の理論は，安藤が提起する「政治」と「経済」の両

面の関係を問うた先行研究とも言える。これを批判的に検討することは，むし

ろ安藤の議論を深めることになるであろう。

ま と め

以上のようにして，本稿においては，安藤と平田のケネー論を比べることに

よって，安藤の著作の成果とその課題について論じてきた。安藤が指摘する

「世論」というのは極めて重要な課題であり，本書が出版された意義は大きい

と言える。本稿においてはあえて平田の解釈を取り上げて，本書に対する批判

的な観点を提示した。これが意味するところは，安藤と平田の解釈のどちらか

が正しいかと問うことではない。安藤の提起する思想史上の理論的な問いが本

書のテーマに限らず，より広い課題に結びついていることを明らかにするため

である。本書においては，政治の観点においてケネーからネッケルまでの論理
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的な展開が示された。次に，これが社会・経済の分野においてどのように議論

されることになるのか。果たして，ネッケルの「世論」がケネーの『経済表』

の課題をどのように乗り越えていくことができるのか。これらについては，本

書を超えてさらなる考察が必要となるだろう。そのため，今後の安藤の議論の

展開に期待したい。
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